
１．件 名：新検査制度施行に向けた保安規定変更認可申請等に係る資料提出 

２．日 時：令和２年３月１２日 １３時１０分～１３時１５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ｄ会議室 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

   実用炉審査部門 

桐原調整係長、矢野保安規定三係長 

   

事業者： 

関西電力株式会社 東京支社 技術グループ マネジャー 

東京電力ホールディングス株式会社  

原子力安全・統括部 品質・安全評価グループ 副長 

 

５．要旨 

（１）事業者から、令和２年２月２７日の保安規定変更認可申請に関する資料等が

提出された。 

（２）原子力規制庁から、本日提出のあった資料について、必要に応じて指摘等を

行っていく旨を伝えた。 

（３）事業者から、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

 提出資料 

・設置許可本文十一号 各社記載内容比較表（関西、北海道、四国、九州、原電） 

・設置許可本文十一号 各社記載内容比較表（関西、東京、中部、東北、北陸、

中国、電源開発） 

・品管規則を踏まえた保安規定第３条記載３社案 

・品質管理基準規則解釈と社内活動との対応 

・検査及び試験と要員の独立の整理 

 

 

 

 

 


